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○三原じゅん子君　心強いお言葉で、年末を期待していたいと思います。

　それでは、たんの吸引についてお伺いしたいと思います。介護保険を支えている職員の目線か

ら、介護職員にかかわる点についてお伺いしたいと思います。

　これまで介護職員等によるたんの吸引や経管栄養は、厚生労働省の通知による運用により一定

の条件の下で認められるという何とも不安定な状況に置かれておりました。たんの吸引は人の命

にかかわる責任の重い医療行為であり、本来は医師、看護師が行うものです。このような中、介護

職員は、トラブルが発生したときの責任の所在、責任の伴う医療行為を行うことへの不安などを抱

えながらたんの吸引等を実施してきたのです。

　今回の法改正によって、介護職員によるたんの吸引が法律上きちんと位置付けられ、介護職員

の不安の解消に向かうということは、これ一定の評価に値するものでございますが、まず今回の改

正に至った経緯についてお伺いしたいと思います。

○大臣政務官（岡本充功君）　今委員から御指摘がありましたように、これまで厚生労働省、介護

職員等のたんの吸引については運用で実態として行われているということを承知をしていたわけ

でありますけれども、介護職員の皆さんからの不安の声もこれあり、しっかりとした研修をさせてほ

しいという声もこれあり、いろんな御意見があったところでありますけれども、今回この法改正を通じ

て、介護職員の皆さんがしっかりとした業務として行っていただけるようにしていくこと、またサービ

スを受ける高齢者の皆様にとりましても、そのサービス提供者である介護職員の皆さんのテクニッ

ク的な面での、技術的な面での安定したたんの吸引、経管栄養の処置等ができるようにすると、こ

ういった両面から今回の改正をお願いをしているところでありまして、この法案が成立した暁には、

もし御質問があればお答えをしたいと思いますけれども、きちっと我々としても研修を提供し、そし

て確実に実施ができるような体制を取っていきたいと、このように考えております。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

○川田龍平君　先ほども質疑がありまして、答弁で年末までという話もありましたが、この介護職員

処遇改善交付金は今年度までの時限的措置ということで、来年度以降について、交付金を延長

すべきという意見と介護報酬に組み込むべきという意見があり、この二つの選択があると大臣は答

弁をされております。また、どちらにするかについては社会保障審議会介護給付費分科会で年内

に結論を得ると答弁されていますが、この介護給付費分科会では、賃金は労使の話合いによる、

あるいは経営者の裁量で決めるという意見も出ています。

　労使の話合いと言いますが、産業別で、医療福祉分野の労働組合組織率は二〇〇九年度で

七・八％と報告されています。医療の方が介護より組織率が高いと推測されるため、介護労働者

の組織率は極めて低いと考えられています。

　未組織労働者が多い中で介護職員の給与引上げ分を基本報酬に組み込むことは、経営者の

裁量となる可能性が高く、再び賃金が下がることが懸念されています。介護職員処遇改善交付金

のまま給与が維持されることは介護報酬の原則から外れるかもしれませんが、来年度以降も当面

の措置として交付金を維持する必要があるとも考えられますが、政府の御見解をお答えください。

○大臣政務官（岡本充功君）　御指摘のとおり、先ほど大臣の方からも御答弁させていただきまし

たとおり、このいわゆる介護職員の賃金をどうしていくかというのは大きな課題でありまして、両側

面での議論があります。

　もちろん、先ほど三原委員からも御指摘がありました、年末大分議論したんだろうという御指摘で



した。おっしゃるとおりで、大分議論しましたけれども、様々な論点があって、少し整理をしてこの

年末に向けて決めていくと、こういうことになろうかというふうに思っております。先生からの御指摘

も含めて、我々の中での議論を進めていきたいと、このように考えております。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

○川田龍平君　この介護サービス情報の公表制度で都道府県のホームページに公表されている

情報は、月平均アクセス件数が約二十五万件との答弁がありますが、利用者の選択に資するとい

う制度の目的にかなうものかどうか疑問があります。

　介護保険サービスの利用者の平均年齢は、要支援認定者が八十一歳、要介護認定者が八十

三歳と報告されています。インターネットの利用ができる年代の人とは到底考えられませんが、利

用者の選択に資する目的の実現のためには公表の在り方について更に検討する必要があると考

えますが、政府の御見解をお教えください。

○大臣政務官（岡本充功君）　御指摘のとおり、この公表制度については様々な御意見が寄せら

れていまして、昨年のアンケートでももう少し使い勝手の良いものにしてくれと、こういう意見があり

まして、こういった御意見を受けて、今回、介護保険部会の意見においても検索機能や画面表示

などを工夫するよう提言をされまして、結果として、今年度から専門用語の解説や検索機能を強化

して、利用者にとって分かりやすいそういった表示をした公表画面簡易版を今作成、追加をしてい

るところでありまして、この簡易版ですと大体プリントアウトをすると紙一枚ぐらいになるかということ

で、高齢者の方、また利用者やケアマネジャーの方、利用者の家族の方、こういった方に分かりや

すく今後ともお示しをしていきたいと、このように考えております。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

○田村智子君　取り戻してないですよ。二〇〇三年マイナス二・三％、二〇〇六年マイナス二・

四％ですから、三％引き上げたってこのマイナスした分取り戻すなんてなってないですからね。

　それで、衆議院の議論の中でも、この引上げというのは大幅な底上げが必要だと、四万円引き

上げるんだという決意を大臣述べられています。四万円、年末に向けて引き上げるんだと、これ確

認できますか。

○大臣政務官（岡本充功君）　先ほどからお話をしておりますとおり、我々マニフェストに掲げてい

るのは事実でありますし、これをどういう形でどこまで引き上げていけるのかというのは、これから介

護給付費分科会での議論等を踏まえて決めていくことになろうかというふうに考えているところであ

ります。

○田村智子君　政権公約で四万円と掲げたわけですし、衆議院の審議でも、大臣、決意述べら

れていますから、大幅な底上げを図ると、これ是非やっていかなければならないと思います。

　同時に、今、介護報酬なのか、それとも交付金なのかという議論がありましたが、私は、介護報酬

に組み込めば保険料の引上げにつながらざるを得ないと、これは介護保険制度の本当にひどい

仕組みだなと私思っているんですね。

　前回の審議でも、六十五歳以上の高齢者の保険料、この十年間で一・四倍と、今回の改定案で

引下げの財政措置とられてない、これ認めています。多くの介護職の皆さんは自分の仕事に誇り

を持っています。やりがいも持って働いています。高齢者の方やその家族の方々の力になりたい

という思いで働いている。その暮らしも目の当たりにしている。だから、この低賃金を何とかしてほし

いけれども、利用者の方の負担になるのは耐え難いんだと、こういう思いを何人もの方々からお聞

きをしています。

　これは、やはり介護職員処遇改善交付金、更に前進をさせるんだと、介護保険の財政の枠組み

の外、これで国が責任を持って労働条件の改善を行うことが必要だと思いますけれども、いかがで



しょうか。

○大臣政務官（岡本充功君）　まさにそういった御意見があることは十分承知をしておりますし、先

ほど来お話をさせていただいておりますように、介護報酬の中に入れるのか、外に付けていわゆる

交付金化していくのか、メリット、デメリットがあるということ、こういったことは承知をしております。

　今委員から御指摘がありましたことも十分踏まえて我々としても検討していかなければいけないと

考えております。

○田村智子君　高齢者の負担は既に限界だということを是非お認めになっていただきたいと思い

ます。

　こうした介護職員の労働条件が改善されない、このことが特に大都市圏では職員の確保を本当

に困難にして、結果としてこの介護の利用したいという方々にとっても深刻な事態をもたらしていま

す。

　介護施設の整備状況を見てみますと、大都市部での遅れは顕著です。東京都では、特養ホー

ム、老健施設、介護療養病床、この介護保険の三施設の定員、六十五歳以上高齢者十万人当た

りで見て全国最下位です。グループホームなど居宅の施設整備も大幅に遅れています。これは、

土地の確保だとか土地代という問題もありますけれども、職員確保が本当に苦しいんだと施設の

経営者の皆さんおっしゃっているんですね。現に、首都圏のある市では、特養が新設された、とこ

ろが職員募集掛けても集まらない、定員の半分しか入所ができなかったと、こういう事態さえも起き

ました。仕事の大変さに比して待遇が良くないため人が集まらないんだと、こういう声です。

　介護報酬の点数というのは全国一律ですけれども、人件費についてのみは、地域差を吸収する

という目的で一点当たりの単価に僅かに上乗せの割合を設けています。しかし、これが実態を反

映していないという指摘が行われています。

　その一つは、この上乗せ分を認める人件費。対象は介護の職員に限定をされていて、事務の方、

給食の調理する方、施設の清掃を行う方、こういう皆さんは対象外なんですね。当然、施設運営

にこういう皆さん欠かせません。こういう職員の皆さんについては人件費に地域の差はないという、

こういう認識なのかどうかをお伺いします。

○大臣政務官（岡本充功君）　今お話ありました一単位当たりの単価を地域別、サービス別に設

定をしているこの考え方は、一名以上の配置を義務付けている職種の職員等の人件費を見てい

るところでありまして、事務職員や、今清掃の方とか言われましたけれども、配置を義務付けていな

いこういった職員等に係る人件費も対象にすべきという意見もありますが、その配置が介護サービ

ス事業者の判断に委ねられていることもあり、必ずしも全国一律に支払われている費用と、こういう

わけではないということもあり、算定の対象外としております。

　いずれにしましても、介護報酬においては、地域差をどのように反映するか、これも介護給付費

分科会の議論の一つになろうかというふうに思っておりますので、二十四年度改定に向けての検

討を進めてまいりたいと考えております。

○田村智子君　本当に実態との乖離があると思うんですね。事務職の方だって一年でころころ変

わったら、これ介護施設成り立ちませんからね。それは、実態を反映していないのは、消費者物価

指数、これも東京二十三区は全国平均で比べても一〇％もの乖離があります。しかし、介護報酬

では施設の運営費にこの高い物価というのは反映されていません。

　昨年十二月、細川大臣のところに東京都社会福祉協議会の高齢者施設福祉部会の方々など

首都圏の社会福祉協議会の皆さんが要望で訪ねられたと思うんです。その中でも、地域の人件

費、家賃等物価水準の実態に見合った地域の区分や地域の係数、これ見直しをやってほしいん

だと、そういうふうに要望されたと思うんですね。これ聞いて終わったら駄目なんですよ。せめて介

護施設の経営実態の調査、ちゃんとサンプル数も増やして行って、実態と合わせてどうなのか、実



態に照らしてどうなのかと、こういう検証をすべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○大臣政務官（岡本充功君）　二十一年改定の前に二十年に行った経営実態調査においては、

この物件費については地域差が見られなかったということになっているんですね。

　それで、委員御指摘のとおり、サンプル数少ないんじゃないかと、こういう声もあり、調査実施委

員会というのをつくってサンプル数を増やすとともに、調査票の簡素化をして回収率も向上しない

と、私も今朝聞いたら、回収率も物すごい施設によって差があるんですね。

　我々としては、この抽出率を増やすということをやっていくのはもちろんでありますけれども、この

秋にも介護事業経営実態調査の結果が出ることとなっておりますので、そういった結果を見ながら

こういった検討を進めていかなきゃならないだろうと、このように考えています。

○田村智子君　もう施設自身の努力では限界なんだという声は本当に切実に起こっていますので、

是非実態をちゃんと見ていただきたいと思います。

　続いて、介護福祉士等にたんの吸引、経管栄養など一定の医療行為を業務として行えるように

する、この法改定についてお聞きをいたします。

　本来こうした医療的ケアは、安全性や確実性という観点から看護師など医療専門職によって提

供されるべきだと私たちは考えています。今回の改定は、当面のやむを得ず必要な措置として容

認してきたものを、法的根拠を持たせて安定的、継続的に行えるんだと、こうしました。

　この法改定の基になったとも言える地域包括ケア研究会報告、ここでは、要介護者に対するた

んの吸引など基礎的な医療的ケアについては介護職員に代わって介護福祉士等が扱うと、担う

んだと、こういう方向性が示されていますけれども、今回の改定というのはその布石になるのかどう

か。あわせて、実際どこまで医療的ケアを認めるかという範囲、これは最終的に厚生労働省令に

委任されますけれども、たんの吸引や経管栄養から更に拡大すると、こういう可能性があるのかど

うか、お聞きをいたします。

○大臣政務官（岡本充功君）　御指摘のように、今回の法改正、先ほど来お話をさせていただい

ておりますように、実態として運用で行われてきたたんの吸引等について、介護職員に法的な根

拠を付してお願いをしていこうということでありますが、介護職員等によるたんの吸引等実施のため

の制度の在り方に関する検討会における議論を踏まえて、これまでの運用で認められてきた範囲

を基本としてたんの吸引及び経管栄養とすることとしておりまして、将来的にこの行為の範囲の議

論が必要となった場合については、関係者との議論を十分に行った上で慎重な検討を加える必

要があろうかというふうに考えているところであります。

○田村智子君　それでは方向性がよく分からないんですね。そもそも認められてきた範囲というの

は、やむを得ずなんですよ。本来、看護師さんとかをちゃんと置くべきなんですよ。それが足りない

から、やむを得ず介護職員がやっていた。これを拡大していくようなことというのは、絶対に私はこ

れ、慎重にとかということじゃなく、やっぱり医療的ケアは医療従事者が行うのが基本ということをこ

れは絶対動かしちゃいけないというふうに思います。

　同時に、これだけ負担が重くなると、先ほどお話あったとおり、週五十時間の講習も受け実地の

演習もやり、大変な負担です。その間の給与の保障をどうするのかとか、その講習の費用の負担

をどうするのかということも出てきます。介護報酬で、それではこの負担が重くなった分というのは

ちゃんと見るということを考えておられるのかどうか、ここをお聞きいたします。

○大臣政務官（岡本充功君）　先ほど来お話をしておりますように、介護報酬で職員の待遇改善

をするのか交付金で見るのかというのはこれからの議論でありますが、研修の在り方、そして内容

も、できる限りこういった職員の皆さんの負担にならないように、現在働いてみえる例えば職場でで

きないかとか、こういったことも含めて検討をしているところでありますので、委員からそういう御指



摘もありましたので、我々としても、介護職員の皆さんの立場に立って研修の在り方をもう一度しっ

かりと考えていかなきゃいけないんだろうというふうには思っております。


